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（２）他の教諭の普通免許状又は養護教諭の普通免許状を有しない場合

免許状の取得は、単位修得後に学校給食法第７条に規定する学校栄養職員、その他の学校給食の栄養に

関する専門的事項をつかさどる職員として在職している者に限る（栄養教諭を除く。）。

所 要 資 格 栄 附則１７項－２

基 栄養教諭２種免許状 栄養士法第２条第１項の規定により、栄養士の免許を受けていること。

礎

資
栄養士法第２条第３項の規定により、管理栄養士の免許を受けていること又は同法第５条の３第

格
栄養教諭１種免許状 ４号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第２条第１項の規定により

栄養士の免許を受けていること。

栄 養 教 諭 栄 養 教 諭
授 与 を 受 け よ う と す る 免 許 状

２種免許状 １種免許状
注１ 経験年数は、基礎資格取得後に、学校

給食法第７条に規定する職員その他の学

校給食の栄養に関する専門的事項をつか

経 験 年 数 注１ ３年 ３年 さどる職員として勤務した次の期間

（1） 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校、特別支援

最 低 修 得 単 位 数 注２ ８ １０ 学校又は幼保連携型認定こども園の学校

栄養職員の職

栄養に係る教育に関する科目 注３
（2） 共同調理場の学校栄養職員の職

（3) 教育委員会の事務局において学校給食

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項 の適切な実施に係る指導を担当する者

幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事 ２ ２

項 注２ 最低修得単位数は、基礎資格取得後に

大 食生活に関する歴史的及び文化的事項 修得した単位とする。

学 食に関する指導の方法に関する事項

に 教育の基礎的理解に関する科目 注３ 「栄養に係る教育に関する科目」の単

お 栄 位は、点線内の各事項を必ず修得するこ

い 養 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 と。

て 教 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運

修 諭 営への対応を含む。） 注４ 「栄養教育実習」の単位は、免許法第

得 の 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と １ １ ３条の２に規定する特別非常勤講師とし

す 教 地域との連携及び学校安全への対応を含む。） て１年以上栄養の指導に関し良好な成績

る 育 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 で勤務した経験年数１年につき、１単位

こ の 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す の割合で、この表に掲げる「栄養教諭の

と 基 る理解 教育の基礎的理解に関する科目等」の単

を 礎 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ 位をもって、「栄養教育実習」の単位に

必 的 ネジメントを含む。） 替えることができる。

要 理 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

と 解 指導、教育相談等に関する科目 注５ 「栄養教諭の教育の基礎的理解に関す

す に 道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並 る科目等」の「自由選択科目」は、この

る 関 びに特別活動に関する内容 １ １ 表に掲げる「栄養教諭の教育の基礎的理

単 す 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む｡) 解に関する科目等」から選択して修得す

位 る 生徒指導の理論及び方法 る。

科 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

目 む｡）の理論及び方法 注６ 「栄養教諭の教育の基礎的理解に関す

等
栄養教育実習 注４ １ １

る科目等」のうち点線内は各科目に含ま

れている事項であり、各科目の事項の中

注
自由選択科目 注５ ３ ５

から選択して修得する。

６

計 ６ ８

合 計 単 位 数 ８ １０
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